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ビーコンプラザ施設利用料金表
コンベンションホール棟利用料金� （単位：円）　　

区　　　　分
利　用　料　金 延 長 料 （1時間当たり）

午　前 
（9：00～12：00）

午　後 
（13：00～17：00）

夜　間 
（18：00～22：00）

全　日 
（9：00～22：00）

午　前 午　後 夜　間

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

アマチ
ュアの
スポー
ツ等で
利用す
る場合

入場料を徴収しない
場合および3,000円
以下の入場料を徴収
する場合

平 日 87,480 139,968 174,960 343,224 34,992 41,990 52,488

土日休日 104,976 167,940 209,952 411,804 41,990 50,382 62,985

3,000円を超え
る入場料を徴収
する場合

平 日 116,640 186,624 233,280 457,596 46,656 55,987 69,984

土日休日 139,968 223,884 279,936 549,072 55,987 67,165 83,980

会議・大会・集会又は式
典で利用する場合

平 日 116,640 186,624 233,280 457,596 46,656 55,987 69,984

土日休日 139,968 223,884 279,936 549,072 55,987 67,165 83,980

見本市又は展示会で利用
する場合

平 日 145,800 233,280 291,600 572,076 58,320 69,984 87,480

土日休日 174,960 279,936 349,920 686,448 69,984 83,980 104,976

興行で利
用する場
合（音楽
･芸能･プ
ロスポー
ツ等）

入場料を徴収しない
場合および5,000円
以下の入場料を徴収
する場合

平 日 174,960 279,936 349,920 686,448 69,984 83,980 104,976

土日休日 209,952 335,880 419,904 823,716 83,980 100,764 125,971

5,000円を超え
る入場料を徴収
する場合

平 日 204,120 326,592 408,240 800,820 81,648 97,977 122,472

土日休日 244,944 391,824 489,888 960,984 97,977 117,547 146,966

冷暖房利用 １時間当たり27,000（東面のみを分割利用する場合は、１時間当たり16,200）

特別控室１ 8,100 12,960 16,200 31,752 3,240 3,888 4,860

シャワー室１・２ １室につき 6,480 10,368 12,960 25,380 2,592 3,110 3,888

会議棟利用料金� （単位：円）　　

区　　　　分
利　用　料　金 延 長 料 （1時間当たり）

午　前 
（9：00～12：00）

午　後 
（13：00～17：00）

夜　間 
（18：00～22：00）

全　日 
（9：00～22：00）

午　前 午　後 夜　間

国際会議室
平 日 38,880 57,024 62,208 146,880 15,552 17,107 18,662

土日休日 46,656 68,364 74,628 176,256 18,662 20,509 22,388

レセプションホール
平 日 38,880 57,024 62,208 146,880 15,552 17,107 18,662

土日休日 46,656 68,364 74,628 176,256 18,662 20,509 22,388

中会議室
平 日 19,440 28,512 31,104 73,440 7,776 8,553 9,331

土日休日 23,328 34,128 37,260 88,128 9,331 10,238 11,178

小会議室31 9,720 14,256 15,552 36,720 3,888 4,276 4,665

小会議室１・小会議室２ 
小会議室３・小会議室４ 
小会議室32・小会議室33

１室につき 4,860 7,128 7,776 18,360 1,944 2,138 2,332

特別控室２ 6,480 9,504 10,368 24,516 2,592 2,851 3,110

特別控室３・特別控室４ １室につき 4,860 7,128 7,776 18,360 1,944 2,138 2,332



６

フィルハーモニアホール棟利用料金� （単位：円）　　

区　　　　分
利　用　料　金 延 長 料 （1時間当たり）

午　前 
（9：00～12：00）

午　後 
（13：00～17：00）

夜　間 
（18：00～22：00）

全　日 
（9：00～22：00）

午　前 午　後 夜　間

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
ホ
ー
ル

入場料無料及び1,000円以
下の入場料を徴収する場合

平 日 35,640 57,024 71,280 139,860 14,256 17,107 21,384

土日休日 42,768 68,364 85,536 167,832 17,107 20,509 25,660

1,001円以上3,000円以下
の入場料を徴収する場合

平 日 53,460 85,536 106,920 209,736 21,384 25,660 32,076

土日休日 64,152 102,600 128,304 251,640 25,660 30,780 38,491

3,001円以上の入場料を
徴収する場合

平 日 71,280 114,048 142,560 279,612 28,512 34,214 42,768

土日休日 85,536 136,836 171,072 335,448 34,214 41,050 51,321

リ
ハ
ー
サ
ル
室

リハーサルで利用する
場合

平 日 8,100 12,960 16,200 31,752 3,240 3,888 4,860

土日休日 9,720 15,552 19,440 38,016 3,888 4,665 5,832

その他の目的で利用する
場合

平 日 16,200 25,920 32,400 63,612 6,480 7,776 9,720

土日休日 19,440 31,104 38,880 76,248 7,776 9,331 11,664

諸
室

楽屋１・２ １室につき 1,296 2,052 2,592 5,076 518 615 777

楽屋３・４・５ １室につき 972 1,512 1,944 3,780 388 453 583

１．ご利用時間は、上記時間区分ごとのお申込みとなります。

２．利用時間には、準備、片付けの時間を含んだ時間となります。

３．上記利用区分の利用時間に満たない場合でも、利用料金の

減額は行いません。

４．１つの催物で、利用目的が異なる複合の催物の場合は、その

主な利用目的の料金区分が適用されます。

５．「入場料」とは、入場料、整理料、会費など名称にかかわら

ず入場者から徴収する入場の対価をいいます。

　　また、入場料の額に段階を設けているときは、その最高額

をもって入場料の額とします。

６．国際会議室、レセプションホールまたは会議室を営利目的

の展示・販売等で利用する場合は、当該利用料金に50％を

加算した額になります。

７．コンベンションホール、国際会議室、レセプションホール、

中会議室を主に設営・撤去およびリハーサルで利用する場

合は、上記利用料金並びに営業時間外料金の初日について

は70％、２日目以降については50％の額となります。

８．フィルハーモニアホールを主に設営・撤去およびリハーサ

ル等で利用する場合、リハーサル室を「その他の目的で利

用する場合」の設営・撤去で利用する場合は、上記利用料

金並びに営業時間外料金の50％の額となります。

９．コンベンションホールを１/２の分割利用をされる場合は、

上記利用料金の60％の額となります。

10. 小会議室２，３は、１室でご利用になれます。その際の利用

料金は、２室の合計金額となります。

11. フィルハーモニアホールを利用する場合で、商業宣伝又は

これに類する目的のため使用するときは、入場料の３,001

円以上の場合の利用料金区分が適用されます。

12. 設営・撤去にかかる経費は、主催者の負担となります。

13.基本ステージの変更に伴う経費は、主催者の負担となります。

14. 特別に使う電気・ガス・水道等の経費は主催者の負担とな

ります。

15. 本番での冷暖房の利用料金は、コンベンションホールを除

き基本料金に含んでおります。（但し、設営・撤去およびリ

ハーサル時は除きます。）

16. コンベンションホールを除く下記会場を設営・撤去および

リハーサル等で使用する場合の冷暖房費は下記のとおりと

なります。

冷
暖
房
費（
一
時
間
当
た
り
）

会　場　名 利　用　料　金
フィルハーモニアホール 4,752円
レ セ プ シ ョ ン ホ ー ル 2,592円
国 際 会 議 室 2,592円
リ ハ ー サ ル 室 2,160円
中 会 議 室 1,296円

17. 共用スペースを展示・販売等で利用する場合は、別途管理

料を徴収します。


